
独
立
行
政
法
人
男
女
共
同
参
画
機
構
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

名
称

独
立
行
政
法
人
男
女
共
同
参
画
機
構
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

二

機
構
の
目
的

独
立
行
政
法
人
男
女
共
同
参
画
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
（
男
女
共
同
参
画

社
会
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
こ
の
二
及
び
第
三
の
一
の
１
に
お
い
て
「
基
本
法
」
と
い
う
。
）

第
八
条
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
関
係
者
相
互

間
の
連
携
及
び
協
働
の
促
進
、
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
等
に
対
す

る
研
修
、
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
資
す
る
専
門
的
な
調
査
及
び
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
男

女
共
同
参
画
促
進
施
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
（
基
本
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
男

女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を
い
う
。
第
三
の
一
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ

と
。
（
第
三
条
関
係
）



三

中
期
目
標
管
理
法
人

機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

四

事
務
所

機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
埼
玉
県
に
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

五

資
本
金

機
構
の
資
本
金
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

第
二

役
員
及
び
職
員

一

役
員

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
一
人
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関
係
）

二

理
事
の
職
務
及
び
権
限
、
任
期
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
及
び
第
九
条
関

係
）



三

秘
密
保
持
義
務

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関
係
）

四

役
員
及
び
職
員
の
地
位

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に

よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
関
係
）

第
三

業
務
等

一

業
務
の
範
囲

機
構
は
、
第
一
の
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

１

基
本
法
第
八
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
啓
発
活
動
及
び
広
報
活
動
を
行
う

こ
と
。

２

男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
に
関
係
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
並
び
に
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
相
互

間
の
連
携
及
び
協
働
の
促
進
を
行
う
こ
と
。



３

女
性
教
育
関
係
者
そ
の
他
の
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
関
す

る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
並
び
に
民
間
の
団
体
に
お
い
て
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
に
関
す
る
活
動
に
従
事
す
る
者
並

び
に
外
国
の
機
関
の
職
員
で
あ
っ
て
そ
の
国
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す

る
も
の
に
対
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

４

女
性
教
育
に
関
す
る
専
門
的
な
調
査
及
び
研
究
そ
の
他
の
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
の
策

定
及
び
実
施
に
資
す
る
専
門
的
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

５

女
性
教
育
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
そ
の
他
の
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
の
策
定
及
び
実

施
並
び
に
民
間
の
団
体
が
行
う
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
に
関
す
る
活
動
に
資
す
る
情
報
及
び
資
料
を
収
集
し
、
整
理

し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

６

１
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
、
男
女
共
同
参
画
促
進
施
策
に
関
係
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
並

び
に
民
間
の
団
体
に
対
し
、
助
言
を
行
う
こ
と
。

７

１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

積
立
金
の
処
分



１

機
構
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

整
理
を
行
っ
た
後
、
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金

額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
中
期
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中

期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
一
項
関
係
）

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
１
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
二
項
関
係
）

３

機
構
は
、
１
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て

な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条

第
三
項
関
係
）

４

１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
納
付
金
の
納
付
の
手
続
そ
の
他
積
立
金
の
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
四
項
関
係
）

第
四

雑
則

一

機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
一
項
関
係
）



１

役
員
及
び
職
員
並
び
に
財
務
及
び
会
計
そ
の
他
管
理
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
こ

と
。

２

第
三
の
一
の
３
に
掲
げ
る
業
務
（
女
性
教
育
関
係
者
に
対
す
る
研
修
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
の
一
の
４

か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
女
性
教
育
に
関
す
る
業
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す

る
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
と
す
る
こ
と
。

３

業
務
の
う
ち
、
２
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
こ
と
。

二

機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
二
項
関
係
）

第
五

罰
則

所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関

係
）

二

機
構
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
成
立
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）



三

独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
国
が
承
継
す
る
資
産
を

除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関

係
）

四

独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


